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 市立四日市病院契約施行規程の一部を改正する規程 

 

市立四日市病院契約施行規程（平成１７年四日市市病院管理規程第２０号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この規程は、市立四日市市病院

の契約の施行について必要な事項を定

めることを目的とする。 

第１条 この規程は、市立四日市市病院

（以下「病院」という。）の契約の施行

について必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

 （落札） 

 第２条 入札においては、次の各号のい

ずれかに該当するものを落札者とする。 

 (1) 工事その他の請負、物件の購入若

しくは借入等については、予定価格内

であって最低価格の入札をした者 

 (2) 物件の売却又は貸与等について

は、予定価格以上であって最高価格の

入札をした者 

 (3) 最低制限価格を定めた場合は、そ

の範囲内で最低の価格をもって申込

みをした者を落札者とする。 

 ２ 病院事業管理者（以下「管理者」と



いう。）は、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号。以下「令」という。）

第１６７条の１０第１項（令第１６７条

の１３において準用する場合を含む。）

の規定に該当する場合は、前項の規定に

より落札者となるべき者を落札者とせ

ず、予定価格の制限内（最低制限価格を

定めた場合は、その範囲内）の価格をも

って申込みをした他の者のうち、最低の

価格をもって申込みをした者を落札者

とすることができる。 

 ３ 管理者は、令第１６７条の１０の２

第１項又は第２項（令第１６７条の１３

において準用する場合を含む。）の規定

に該当する場合は、第１項の規定により

落札者となるべき者を落札者とせず、予

定価格の制限の範囲内の価格をもって

申込みをした者のうち、価格その他の条

件が病院にとって最も有利なものをも

って申込みをした者を落札者とするこ

とができる。 

  

（準用） （準用） 

第２条 契約の施行については、別に定

めるもののほか、四日市市契約施行規則

（昭和３９年四日市市規則第１２号）の

規定を準用する。 

第３条 契約の施行については、この規

程に定めるもののほか、四日市市契約施

行規則（昭和３９年四日市市規則第１２

号）の規定を準用する。 

 

 （補則） 

 第４条 この規程の施行に関し、必要な

事項は、管理者が別に定める。 

  



附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 


